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【 提 出 日 】 平 成 19年 8月 6日 (2007.8.6)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 第 １ 及 び 第 ２ の 記 憶 媒 体 か ら の デ ー タ 検 索 方 法 で あ っ て 、
　 第 １ の 記 憶 媒 体 上 の デ ー タ は 構 造 化 さ れ た フ ァ イ ル と し て 第 １ の デ ィ レ ク ト リ ツ リ ー （
Ｄ ＿ Ｄ Ｔ ） に 記 憶 さ れ て お り 、
　 第 ２ の 記 憶 媒 体 上 に 記 憶 さ れ て い る デ ー タ は 構 造 化 さ れ た フ ァ イ ル と し て 第 ２ の デ ィ レ
ク ト リ ツ リ ー （ Ｈ Ｄ Ｄ ＿ Ｄ Ｔ ） に 記 憶 さ れ て い る 形 式 の 方 法 に お い て 、
　 第 １ の 記 憶 媒 体 は 、 添 付 さ れ る 第 １ 第 ２ の 識 別 ラ ベ ル 、
　 第 ２ の 記 憶 媒 体 上 の 第 ２ の デ ィ レ ク ト リ ツ リ ー （ Ｈ Ｄ Ｄ ＿ Ｄ Ｔ ） の 第 １ 分 岐 （ ）

第 １ の 識 別 ラ ベ ル 、 前 記 第 １ 分 岐 （ ） の サ ブ 分 岐 と な る 第 ２ の 分 岐 （
） 第 ２ の 識 別 ラ ベ ル 、

、
　 論 理 デ ィ レ ク ト リ ツ リ ー （ Ｌ ＿ Ｄ Ｔ ） が 、
検 索 さ れ た 第 １ 及 び 第 ２ の デ ィ レ ク ト リ ツ リ ー デ ー タ か ら 構 成 さ れ て お り 、 当 該 論 理 デ ィ
レ ク ト リ ツ リ ー （ Ｌ ＿ Ｄ Ｔ ） の 構 造 は 、 第 １ の デ ィ レ ク ト リ ツ リ ー （ Ｄ ＿ Ｄ Ｔ ） の 構 造 と
同 一 で あ り 、
　 第 １ 又 は 第 ２ の デ ィ レ ク ト リ ツ リ ー 内 で の み 使 用 可 能 な フ ァ イ ル （ index.bdmv,03003.m
pls） は 、 論 理 デ ィ レ ク ト リ ツ リ ー 内 で 使 用 可 能 で あ り 、
　 第 １ 及 び 第 ２ の デ ィ レ ク ト リ ツ リ ー 内 で 使 用 可 能 な フ ァ イ ル （ MovieObject.bdmv） に 対
し て は 、 第 ２ の デ ィ レ ク ト リ ツ リ ー （ Ｈ Ｄ Ｄ ＿ Ｄ Ｔ ） か ら 得 ら れ る バ ー ジ ョ ン が 論 理 デ ィ
レ ク ト リ ツ リ ー 内 で 使 用 可 能 で あ る こ と を 特 徴 と す る 方 法 。
【 請 求 項 ２ 】

の 識 別 ラ ベ ル と を 有 し て お り
Ｐ Ｒ Ｆ

は に 関 し Ｐ Ｒ Ｆ Ｄ Ｆ
は に 関 し て お り こ の 場 合 前 記 第 １ 分 岐 （ Ｐ Ｒ Ｆ ） は さ ら な る デ ー タ

（ DISC00...22)を 含 ん で お り
さ ら な る デ ー タ （ DISC00...22)を 含 ん で い る



　 第 ２ の デ ィ レ ク ト リ ツ リ ー （ Ｈ Ｄ Ｄ ＿ Ｄ Ｔ ） の 第 ２ 分 岐 （ ） は 、 第 １ の デ ィ レ ク ト
リ ツ リ ー （ Ｄ ＿ Ｄ Ｔ ） の サ ブ セ ッ ト か 若 し く は 第 １ の デ ィ レ ク ト リ ツ リ ー （ Ｄ ＿ Ｄ Ｔ ） と
同 一 で あ る 、 請 求 項 １ 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 、 請 求 項
１ ま た は ２ 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ４ 】
　 第 １ の 記 憶 媒 体 は 、 プ ロ バ イ ダ に よ っ て 提 供 さ れ て お り 、 第 １ の 識 別 ラ ベ ル （ PROVIDER
0...1） は プ ロ バ イ ダ に 関 し プ ロ バ イ ダ 毎 に 特 有 の も の で あ り 、 第 ２ の 識 別 ラ ベ ル （ DISC0
0...11） は 、 第 １ の 記 憶 媒 体 若 し く は 第 １ の 記 憶 媒 体 上 に 記 憶 さ れ て い る コ ン テ ン ツ 毎 に
特 有 の も の で あ る 、 請 求 項 １ か ら ３ い ず れ か １ 項 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ５ 】
　 第 １ の 記 憶 媒 体 は 光 学 デ ィ ス ク で あ り 、 第 ２ の 記 憶 媒 体 は 書 換 え 可 能 な デ ィ ス ク で あ っ
て オ ー デ ィ オ 及 び ／ 又 は ビ デ オ 及 び ／ 又 は サ ブ タ イ ト ル デ ー タ を 含 ん だ デ ー タ フ ァ イ ル を
含 ん で い る 、 請 求 項 １ か ら ４ い ず れ か １ 項 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ６ 】
　 論 理 デ ィ レ ク ト リ ツ リ ー （ Ｌ ＿ Ｄ Ｔ ） は 、 実 行 時 に 一 時 的 に 構 築 さ れ る 、 請 求 項 １ か ら
５ い ず れ か １ 項 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ７ 】
　 フ ァ イ ル が 使 用 可 能 で あ る 場 合 の 決 定 毎 に 、 第 １ の デ ィ レ ク ト リ ツ リ ー か ら 検 索 さ れ る
フ ァ イ ル 名 と 第 ２ の デ ィ レ ク ト リ ツ リ ー か ら 検 索 さ れ る フ ァ イ ル 名 の マ ッ ピ ン グ の た め の
マ ッ ピ ン グ 手 法 が 確 定 さ れ る 、 請 求 項 １ か ら ６ い ず れ か １ 項 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ８ 】
　 第 ３ の 記 憶 媒 体 が 、 添 付 さ れ る ２ つ の ラ ベ ル を 有 し 、 該 ２ つ の ラ ベ ル の う ち の 第 １ の ラ
ベ ル が 第 １ の 記 憶 媒 体 の 第 １ の ラ ベ ル に 等 し い 場 合 に 、 第 ３ の 記 憶 媒 体 が 第 ２ の 記 憶 媒 体
の 第 １ 分 岐 （ ） か ら の デ ー タ に ア ク セ ス し 得 る 請 求 項 １ か ら ７ い ず れ か １ 項 記 載 の
方 法 。
【 請 求 項 ９ 】
　 第 １ 及 び 第 ２ の 記 憶 媒 体 か ら の デ ー タ 検 索 装 置 で あ っ て 、
　 第 １ の 記 憶 媒 体 上 の デ ー タ は 構 造 化 さ れ た フ ァ イ ル と し て 第 １ の デ ィ レ ク ト リ ツ リ ー （
Ｄ ＿ Ｄ Ｔ ） に 記 憶 さ れ て お り 、
　 第 ２ の 記 憶 媒 体 上 に 記 憶 さ れ て い る デ ー タ は 構 造 化 さ れ た フ ァ イ ル と し て 第 ２ の デ ィ レ
ク ト リ ツ リ ー （ Ｈ Ｄ Ｄ ＿ Ｄ Ｔ ） に 記 憶 さ れ て い る 形 式 の 装 置 に お い て 、
　 第 １ の 記 憶 媒 体 か ら 第 １ の デ ィ レ ク ト リ ツ リ ー 構 造 （ Ｄ ＿ Ｄ Ｔ ） と 、 第 １ の デ ー タ フ ァ
イ ル と 、 第 １ 及 び 第 ２ の 識 別 ラ ベ ル を 読 出 す た め の 手 段 と 、
　 第 ２ の 記 憶 媒 体 か ら 第 ２ の デ ィ レ ク ト リ ツ リ ー 構 造 （ Ｈ Ｄ Ｄ ＿ Ｄ Ｔ ） と 第 ２ の デ ー タ フ
ァ イ ル を 読 出 す た め の 手 段 と 、
　 第 １ 及 び 第 ２ の デ ー タ フ ァ イ ル の フ ァ イ ル 名 を 比 較 す る た め の 手 段 、
　 第 １ の 記 憶 媒 体 の 第 １ の 識 別 ラ ベ ル （ PROVIDER0...1） と 第 ２ の 記 憶 媒 体 の 第 １ の サ ブ
分 岐 （ ） 用 の 識 別 子 と を 比 較 し 、 そ れ ら が 対 応 し て い る こ と を 確 定 す る た め の 手 段
と 、
　 第 １ の 記 憶 媒 体 の 第 ２ の 識 別 ラ ベ ル （ DISC00...11） と 前 記 第 １ の サ ブ 分 岐 （ ）
の サ ブ 分 岐 で あ る 第 ２ の 記 憶 媒 体 の 第 ２ の サ ブ 分 岐 （ ） 用 の 識 別 子 と を 比 較 し 、 そ れ
ら が 対 応 し て い る こ と を 確 定 す る た め の 手 段 と 、
　 前 記 対 応 に 基 づ く 論 理 デ ィ レ ク ト リ ツ リ ー を 作 成 す る た め の 手 段 が 設 け ら れ て お り 、
　 こ の 場 合 第 １ （ Ｄ ＿ Ｄ Ｔ ） 又 は 第 ２ （ Ｈ Ｄ Ｄ ＿ Ｄ Ｔ ） の デ ィ レ ク ト リ ツ リ ー に お い て の
み 使 用 可 能 な フ ァ イ ル （ index.bdmv,03003.mpls） は 、 論 理 デ ィ レ ク ト リ ツ リ ー 内 で 使 用
可 能 で あ り 、 第 １ 及 び 第 ２ の デ ィ レ ク ト リ ツ リ ー 内 で 使 用 可 能 な フ ァ イ ル （ MovieObject.
bdmv） に 対 し て は 、 第 ２ の デ ィ レ ク ト リ ツ リ ー （ Ｈ Ｄ Ｄ ＿ Ｄ Ｔ ） か ら 得 ら れ る バ ー ジ ョ ン
が 論 理 デ ィ レ ク ト リ ツ リ ー 内 で 使 用 可 能 で あ り 、
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Ｄ Ｆ

さ ら な る デ ー タ （ DISC00...22)は 、 読 み 取 り に 対 し て の み ア ク セ ス さ れ る

Ｐ Ｒ Ｆ

と

Ｐ Ｒ Ｆ

Ｐ Ｒ Ｆ
Ｄ Ｆ

そ の 場 合 に 第 ２ の サ ブ 分 岐 （ Ｄ Ｆ ） か ら



よ う に 構 成 さ れ て
い る こ と を 特 徴 と す る 装 置 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 第 １ の 記 憶 媒 体 は 、 プ ロ バ イ ダ に よ っ て 提 供 さ れ て お り 、 第 １ の 識 別 ラ ベ ル （ PROVIDER
0...1） は プ ロ バ イ ダ に 関 し プ ロ バ イ ダ 毎 に 特 有 の も の で あ り 、 第 ２ の 識 別 ラ ベ ル （ DISC0
0...11） は 、 第 １ の 記 憶 媒 体 若 し く は 第 １ の 記 憶 媒 体 上 に 記 憶 さ れ て い る コ ン テ ン ツ 毎 に
特 有 の も の で あ る 、 請 求 項 ９ 記 載 の 装 置 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 さ ら に 第 １ の 記 憶 媒 体 か ら 検 索 さ れ た フ ァ イ ル 名 と 第 ２ の 記 憶 媒 体 か ら 検 索 さ れ た フ ァ
イ ル 名 を 請 求 項 １ か ら ７ に 記 載 の 方 法 に 従 っ て マ ッ ピ ン グ す る た め の 手 段 が 含 ま れ て い る
、 請 求 項 ９ ま た は １ ０ 記 載 の 装 置 。

(3) JP 2007-504566 A5 2007.9.27

の デ ー タ と さ ら な る デ ー タ （ PROVIDER00...22)を 含 ん で い る 、 第 １ の サ ブ 分 岐 （ Ｐ Ｒ Ｆ ）
の も と で 得 ら れ る フ ァ イ ル が 論 理 デ ィ レ ク ト リ ツ リ ー に お い て 得 ら れ る
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